
対象法人及び施設 社会福祉法人　七城福祉会　（施設名　　障がい者支援施設　居屋敷の里）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

R4 実地 R4.10月

1. 評議員及び理事・監事の選任時に徴収する欠格
事由等に該当しない旨の誓約書等が選任後に徴
収してあります。また、任期途中で辞任した評議員
の辞任届が未徴収です。辞任の意思や候補者が
欠格事由等に該当しないこと等が確認できません
ので、適正な時期に適正な書類を徴取するようにし
てください。
＜根拠：社会福祉法第40条第1項、第44条第１項
＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP7、P16）

1.　誓約書等選任後に徴収している件は、今後選
任前に徴収できるように取り組みます。
また、任期途中で辞任した評議員の辞任届が未徴
収でしたので、徴収し、今後は適切な時期に適正
な書類を徴収するようにいたします。

3. 平成30年度に基本財産の処分が行われていま
す。平成30年12月に基本財産処分の認可申請は
行われており、定款変更の評議員会決議も令和元
年６月に得ていますが、定款変更認可が令和３年
１１月に申請されています。大幅に遅延しておりま
すので、評議員会決議後速やかに所轄庁の認可
申請を行うようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の36＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP3）

3.　定款の変更が大幅に遅延していますので、今
回の定款の指摘事項につきましては令和5年の理
事会後、令和5年6月の評議員会にて決議させてい
ただき今後は速やかに提出したいと思います。

2. 理事長個人と利益相反取引にあたる土地建物
賃貸借契約（１年契約の自動更新）が締結されてい
ますが、理事会承認が得られていません。理事会
の承認を受けてから、新たに契約するようにしてく
ださい。また、同時に賃借権設定の登記をしてくだ
さい。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第4項、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第84条、第
92条＞

2.　理事長個人と利益相反取引にあたる土地建物
貸借契約については、次回の理事会にて決議をお
こない、承認を受け、新たに契約をさせていただき
ます。
貸借権設定の登記をおこないます。



対象法人及び施設 社会福祉法人　愛敬会　（施設名　　介護老人福祉施設　清泉）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

実施年月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容

R4 実地

実施年度 区分

R4.12月

1. 理事会を決議の省略で開催した際の議事録が
作成されていません。法令及び定款の定めのとお
り、議事録を作成してください。
＜根拠：社会福祉法第45条の14第6項、規則第2条
の17第4項第1号、定款第27条第１項＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP31）

1.　今後、決議省略の理事会を開催した場合は、ご
指摘のとおり、議事録を作成いたします。

2. 新役員選任の定時評議員会後に理事長選任の
ための理事会が開催されていますが、本理事会
は、招集通知省略の開催でありますが、役員の招
集通知省略の同意書が徴取してありません。ま
た、事前に招集通知を送付してありますが、選任前
は、旧役員への通知となるため正式なものとして認
められません。適正な招集通知省略の手続きを
行ってください。
＜根拠：社会福祉法第45条の14第9項、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第94条第2項
＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP27）

2.　ご指摘のとおり、今後は、理事長選任のための
理事会開催につきましては、新役員選任の定時評
議員会後に招集通知省略による新役員招集を行
い、その後、新役員から招集通知省略の同意書を
徴収し、当該理事会を開催いたします。



対象法人及び施設 社会福祉法人　あすなろ保育園　（施設名　　保育園　あすなろ保育園）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

R4 実地 R4.11月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

特にありません

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月



対象法人及び施設 社会福祉法人　田島会　（施設名　　保育園　田島保育園）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

新型コロナ感染症予防対策のため延期

2. 理事会において、次期監事候補者の選任議案を
決議する際、事前に現任の監事２人から次期監事
の選任について同意する旨の「同意書」が徴取して
ありません。徴取するようにしてください。（又は、次
期監事候補者の選任を決議した理事会の議事録
に、監事選任の議案に同意した現監事の氏名を記
載し、当該監事の署名をもらってください。）これ
は、監事が理事の職務の執行も監査する立場にあ
るため、その独立性を確保するためです。
＜根拠：社会福祉法第43条第3項、一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律第72条第1項＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP20）

2. 次回より徴取を行います。

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

R4 実地 R5.1月

1. 評議員及び役員の選任時に徴取する履歴書
が、当初就任時のみ徴取してあり、再任時に徴取
してありません。新任候補者の選任時の履歴書に
おいても、候補者選定より後の徴取になっているも
の、日付が無記入になっているものがあります。ま
た、欠格事由等に該当しない旨の誓約書等が、徴
取してありません。就任当初に一部身分証明書等
は徴取してありますが、候補者選任時の欠格事由
等に該当しないこと等が確認できませんので、適正
な時期に適正な書類を徴取するようにしてくださ
い。
＜根拠：　社会福祉法第40条、第44条＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP7、P16）

1. 令和５年度定時評議員会時、すべて整理いたし
ます。



対象法人及び施設 社会福祉法人　新明福祉会　（施設名　　保育園　新明保育園）

R2
未実施
(延期)

R3
未実施
(延期)

R4 実地 R4.11月

実施年月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

新型コロナ感染症予防対策のため延期

特にありません

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容



対象法人及び施設 社会福祉法人　旭志福祉会　（施設名　　保育園　北合志保育園）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

R4 実地 R4.10月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

1. 理事長及び理事個人と利益相反取引にあたる
土地賃貸借契約（１年契約の自動更新）が締結さ
れていますが、理事会承認が得られていません。
理事会の承認を受けてから、それぞれ新たに契約
するようにしてください。また、法人の安定的な事業
の継続性に支障をきたす恐れがある土地について
は、賃借権設定の登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第4 項、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第84条、第
92条＞

1.　理事長との土地賃貸借契約（利益相反取引）
を、令和5年3月の理事会に提案し、承認後新たに
契約します。また、理事との契約については解約し
ます。

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月



対象法人及び施設 社会福祉法人　加茂川保育園　（施設名　　保育園　加茂川保育園、砦保育園）

R2
未実施
(延期)

R3
未実施
(延期)

R4 実地 R4.11月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

新型コロナ感染症予防対策のため延期

1. 理事長及び理事個人と利益相反取引にあたる
土地賃貸借契約（１年契約の自動更新）が締結さ
れていますが、理事会承認が得られていません。
理事会の承認を受けてから、それぞれ新たに契約
するようにしてください。また、法人の安定的な事業
の継続性に支障をきたす恐れがある土地について
は、賃借権設定の登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第4 項、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第84条、第
92条＞

1.　理事長及び理事個人と利益相反取引にあたる
土地賃貸借契約については、令和5年3月の理事
会にて承認を得た後、それぞれ新たに契約を行う
予定です。また、法人の安定的な事業の継続性に
支障をきたす恐れがある土地については、12月理
事会にて審議・承認を得て、地上権設定を行いまし
た。

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月



対象法人及び施設 社会福祉法人　菊幸会　（施設名　　保育園　菊池みゆきこども園、菊池乳児保育園）

R2
未実施
(延期)

R3
未実施
(延期)

実地 R4.12月

実施年月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

新型コロナ感染症予防対策のため延期

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容

R4

1. 理事個人と利益相反取引にあたる土地賃貸借
契約（１年契約の自動更新）が締結されています
が、理事会承認が得られていません。理事会の承
認を受けてから、新たに契約するようにしてくださ
い。また、当該契約では、菊池乳児保育園園長
が、借受人として、契約されていますが、法人会計
から賃借料が支出されていますので、借受人を法
人として、理事長名で契約してください。＜根拠：社
会福祉法第45条の16第4項、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

1.　令和4年12月23日実施した法人理事会におい
て、本件を報告。今回指導のとおり当該契約につ
いては、賃貸人を乳児保育園緒方悦子、賃借人を
法人理事長福田俊彦に修正、その他の項目は現
行のままで、契約期日を令和5年1月5日にし、改め
て契約することが了承された。当該契約書は、上述
のとおり修正され、新たに契約を締結した。

2. 事業計画及び当初予算並びに補正予算につい
て、会計年度開始前に評議員会での承認手続きが
行われていません。定款の規定どおり評議員会で
の承認を受けるか、又は定款の変更をしてくださ
い。＜根拠：定款第32条＞（指導監査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP 3）

2.　指摘のあった令和4年度の補正予算について
は、令和4年度内に書面により評議員会の決議を
諮り、指摘部分については、事後ではあるが、承認
を得ることが令和4年12月23日実施した理事会で
決定された。また、同理事会において、当初予算､
補正予算など収支予算に係る事項については、評
議員会の審議事項より除外するため定款変更を実
行することが了承され、次回評議員会の審議議案
とすることが決定された。次回の評議員会で本件
が了承されれば、速やかに定款変更を行う。

3. 平成28年度に基本財産の処分が行われていま
すが、基本財産処分の認可及び定款変更の認可
が令和４年７月15日に申請されています。大幅に
遅延しておりますので、今後は、それぞれ適正な時
期に所轄庁の認可申請を行うようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第25条、第45条の36、定款第
30条、第39条＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP3、P50～52）

3.　左記指摘事項について、令和4年12月23日実施
の理事会で、理事長が本件発生の経緯について
詳細説明。今後、方針の運営上、本件のような重
要な手続きについては、今後同様のミスがないよう
参加理事より厳重注意がなされた。今後、法人運
営上重要な手続きについては、理事長・事務局間
でダブルチェックを行い、今回のような基本的ミス
が発生しないよう鋭意努力することが理事長より約
束された。



対象法人及び施設 社会福祉法人　たけのこ会　（施設名　　保育園　菊池幼楽園）

R2
未実施
(延期)

R3
未実施
(延期)

新型コロナ感染症予防対策のため延期

新型コロナ感染症予防対策のため延期

2. 令和３年３月28日に役員等報酬規程の改正が
行われていますが、理事会決議、評議員会承認が
得られていません。役員等報酬規程第5条に沿っ
て適正に承認を得てください。
＜社会福祉法第45条の8第4 項、第45条の16第4
項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律第89条、第196条、定款第8条、第21条、役員等
報酬規程第5条＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP36）

2.　役員等報酬規程の改正の際、定款に沿った手
続きがされていなかった。今後報酬規程の改正を
する場合は、理事会の決議後に評議員会の承認を
得て改正を行っていく。

※ 今後も、社会福祉法に基づき必要に応じて定款
変更を行い、それに沿って法令を遵守しながら法
人運営を行っていく。

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

R4.10月R4 実地

1. 評議員の選任時に徴取する欠格事由等に該当
しない旨の誓約書等が選任後に徴取してあります
ので、候補者の選任時の欠格事由等に該当しない
こと等が確認できません。また、平成29年4月1日選
任の新評議員の任期を揃えるため任期を短縮して
あり、辞任届が未徴取です。定款の規定の任期は
短縮できませんので、任期を揃える場合は、辞任
届の徴取等が必要です。適正な時期に適正な書類
を徴取するようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第40条第1項、41条第1項、定
款第7条第1項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP7）

1.　宣誓書等の徴取時期が適切では無かったた
め、今後は欠格事由に該当しない旨の確認ができ
る宣誓書を事前に徴取し、確認を取ったうえで選任
するように改善を行う。
また、任期を揃える場合の手段が誤っており、辞任
届の徴取をしていなかった。今後は、辞任届の徴
取等、定款の規定に沿って手続きを行っていく。



対象法人及び施設 社会福祉法人　ルンビニ保育園　（施設名　　保育園　ルンビニ保育園）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

R4 実地

1. 評議員等の選任時に徴取する欠格事由等に該
当しない旨の誓約書及び前任者の任期途中の辞
任届等が、選任後に徴取してありますので、候補
者の選任時の欠格事由等に該当しないことや前任
者の辞任の意思等が確認できません。候補者の選
任前に適正な書類を徴取するようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第40条第1項、第41条第1項、
第44条、定款第7条第1項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP7、P16）

1.　評議員に対する承諾書、誓約書を理事会開催
以前の日付において、評議員候補者より確実に徴
収するよう改善する。

R4.11月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

2. 理事長個人が代表となっている別法人と利益相
反取引にあたる土地賃貸借契約が締結されていま
すが、契約期間が令和元年10月1日で期限切れと
なっています。理事会の承認を受けてから、早急に
契約するようにしてください。また、法人の安定的な
事業の継続性に支障をきたす恐れがある土地につ
いての賃借権設定の登記も同時に期限切れとなっ
ていますので早急に登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第4 項、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第84条、第
92条＞

2.　令和4年度3月理事会を目処に宗教法人正林寺
及び社会福祉法人ルンビニ保育園において、決議
をとり契約を締結後、借地権設定の登記を行う。

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月



対象法人及び施設 社会福祉法人　泗水東保育園　（施設名　　保育園　泗水東保育園）

R2 未実施

R3
未実施
(延期)

R4 実地 R5.1月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

特にありません

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月



対象法人及び施設 社会福祉法人　友朋会　（施設名　　障がい者支援施設　サニーサイド）

R2
未実施
(延期)

R3
未実施
(延期)

R4 実地 R4.9月

改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容

特にありません

実施年月

新型コロナ感染症予防対策のため延期

新型コロナ感染症予防対策のため延期

実施年度 区分


